
「中小法人」を検索すると 

 法人税法で「中小法人」という言葉を検

索すると、欠損金の繰越の条文のところに

だけ出てきます。所得の 50％が繰越欠損金

の損金算入限度との規定のところで、資本

金１億円以下の普通法人等（「中小法人等」

という）については損金算入制限がないと

しています。 

 ただし、資本金の額等が５億円以上の大

法人による完全支配関係があるものは除か

れる、との規定になっています。なお、「中

小法人」との言葉はないものの、同じ趣旨

の規定は、貸倒引当金と法人税率の規定の

ところにもあります。租税特別措置法では、

「中小法人」という言葉は、貸倒引当金の中

小企業者特例のところにだけ出てきます。 

「中小事業者」を検索すると 

 所得税法、法人税法には、「中小事業者」

という言葉は存在しません。租税特別措置

法で、「中小事業者」という言葉を検索する

と、いくつも出てきます。それらは、「常時

使用する従業員の数が千人以下の個人」と

の概念規定で使われていて、租税特別措置

法の所得税に係るところの、中小事業者向

けの特例の項目のところに出てきます。 

 

「中小企業者」を検索すると 

 一字違いの「中小企業者」という言葉も、

所得税法、法人税法にはありません。租税

特別措置法の所得税に係るところで、「中小

企業者」という言葉を検索すると、いくつ

も出てきます。「常時使用する従業員の数が

千人以下」という内容のものとして使われ

ているところと、中小企業等経営強化法で

定める概念を引用する仕方で、業種ごとに

常時使用従業員数 300 人以下、100 人以下、

50人以下などと使われているところとがあ

ります。 

 なお、法人税に係るところでの租税特別

措置法の「中小企業者」という概念は、人数

規定だけでなく、資本金基準として、資本

金１億円以下で、発行済株式等の２分の１

以上を同一の大規模法人（資本金の額等が

１億円超の法人等）に所有されている法人

又は発行済株式等の３分の２以上を複数の

大規模法人に所有されている法人以外の法

人、とされています。 

 租税特別措置法では、「中小企業者」とい

う言葉をあちこちで使っているのに、その

概念は統一されていないので、注意を要し

ます。 
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